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大情審答申第 501号  

令和３年 12月２日  

 

大阪市教育委員会 

教育長 山本 晋次 様 

 

大阪市情報公開審査会  

会長 曽我部 真裕  

 

答申書 

 

大阪市情報公開条例（平成13年大阪市条例第３号。以下「条例」という。）第17条に基

づき、大阪市教育委員会（以下「実施機関」という。）から令和２年８月19日付け大市教

委第1981号により諮問のありました件について、次のとおり答申いたします。 

 

第１ 審査会の結論 

  実施機関が令和２年６月 29日付け大市教委第 1394号により行った部分公開決定（以

下「本件決定」という。）で実施機関が公開しないこととした部分のうち、別表１乃至４

に掲げる部分を公開すべきである。 

  本件決定のその余の部分は妥当である。 

 

第２ 審査請求に至る経過 

１ 公開請求 

審査請求人は、令和２年６月 14日に条例第５条に基づき、実施機関に対し、「令和

３年度使用教科用図書採択（中学校）に関して ・第１回選定委員会での配付資料 ・

選定委員名簿 ・学校調査会（説明会を含む）での配付資料 ・専門調査会（説明会

を含む）での配付資料」と表示して公開請求（以下「本件請求」という。）を行った。 

 

２ 本件決定 

実施機関は、別紙１記載のとおり、本件請求に係る公文書を「①令和２年６月２日

実施『第１回大阪市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会（中学校）』配付資料」（以

下「本件文書１」という。）、「②令和３年度使用教科用図書 大阪市立義務教育諸学校

教科用図書選定委員会 名簿」（以下「本件文書２」という。）、「③令和２年６月４日・

５日実施『令和３年度使用教科用図書の選定及び選定事務に係る「学校調査会」説明

会』配付資料」（以下「本件文書３」という。）、並びに「④令和２年６月４日・５日実

施『令和３年度使用教科用図書の選定及び選定事務に係る「専門調査会」説明会』配

付資料」（以下「本件文書４」という。なお本件文書１乃至４を合わせて「本件各文書」

という。）と特定した上で、条例第 10条第１項に基づき、本件文書１、３、４のうち

調査審議及び教育委員会に対する意見の具申に関する事項を、本件文書２のうち選定

委員の「名前」、「所属」、及び「職名」を、それぞれ公開しない理由を次のとおり付し
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て、本件決定を行った。 

 

記 

 

条例第７条第４号に該当 

（説明） 

本件文書１、３、４のうち、調査審議及び教育委員会に対する意見の具申に関す

る事項は、大阪市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会等における、調査審議及

び教育委員会に対する意見の具申に関する情報であり、公にすることにより、率直

な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の

間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及

ぼすおそれがあるため。 

 

条例第７条第５号に該当 

（説明） 

本件文書２のうち、「名前」、「所属」、及び「職名」は、大阪市立義務教育諸学校

教科用図書選定委員会に係る情報であり、委員名等を公にすることにより、当該委

員への働きかけ等が行われ、率直な意見が述べにくくなり、静ひつな環境を確保し、

採択権者の判断と責任において公正かつ適正な採択を行うことに支障を及ぼすおそ

れがあるため。 

 

３ 審査請求 

審査請求人は、令和２年７月 24日に本件決定を不服として、実施機関に対して、行

政不服審査法（平成 26年法律第 68号）第４条第１号に基づき、審査請求（以下「本

件審査請求」という。）を行った。 

 

第３ 審査請求人の主張 

  審査請求人の主張は、おおむね次のとおりである。 

本件決定を取り消し、公開決定を求める。 

  教科書採択に関わる事務は、社会的関心も強く、採択の公正性、透明性を確保するた

めに、採択前であっても、情報の公開は必要である。従って、本件決定において公開し

ないこととされた部分は非公開情報に該当しない。 

 

第４ 実施機関の主張 

  実施機関は、次のとおり主張するとともに、公開しないこととした具体的な理由につ

いて別紙１の（お）欄に記載のとおり主張する。 

 １ 非公開とした情報について 

   本件各文書は、実施機関が、令和２年６月２日に行った第１回大阪市立義務教育諸

学校教科用図書選定委員会（以下「選定委員会」という。）、令和２年６月４日、５日

に行った学校調査会説明会及び専門調査会説明会に向けて作成したものである。 
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大阪市立中学校における、使用教科用図書の採択にあたっては、大阪市立義務教育

諸学校教科用図書選定委員会規則（以下「選定委員会規則」という。）に基づき、選定

委員会を設置することとし、教育委員会からの諮問に基づき、選定委員会が調査研究

を経て作成した答申を参照し、教育委員会が採択を行う。 

選定委員会は執行機関の附属機関に関する条例に基づき設置され、教育委員会の諮

問に応じ、市立小学校及び市立中学校において使用する教科用図書の選定に関する事

項の調査審議及び教育委員会に対する意見の具申に関する事務を担う。選定委員会規

則において、委員は 30名以内で（１）大阪市立義務教育諸学校の校長、（２）学校教

育に専門的知識を有する職員、（３）区担当教育次長、（４）学校に在籍する児童又は

生徒の保護者、（５）教育に関し学識経験を有する者、（６）学校協議会の委員、（７）

前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者のうちから、教育委員会が市

長の意見を聴いて任命し、又は委嘱するとされている。委員の任期は、任命又は委嘱

の日から諮問にかかる教科用図書が採択されるまでとされており、委員は特別職の非

常勤公務員となる。選定委員会規則第２条第４項では「委員は、職務上知り得た秘密

を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。」と示されており、また同規

則第６条第５項では「会議は、公開しない。」、同条第６項では「調査審議及び教育委

員会に対する意見の具申に関する事項は、諮問にかかる教科用図書が採択されるまで

の間、公開しない。」とされており、委員の氏名等は採択終了まで公表していない。 

今回の採択では、大阪市内を４つに分割した「採択地区」ごとに行うことから、選

定委員会を４つの「地区部会」に分け、29 名の委員を各地区部会に７名ずつ配置し、

残る１名をどの地区部会にも属さない「選定委員長」とした。 

各地区部会は採択地区ごとに、専門調査会、学校調査会を設置し、調査会の調査研

究報告や意見等を踏まえ、教科用図書の調査研究を実施し、答申を作成することにな

る。 

専門調査会は、種目別に設置され、調査員は校長、教員合わせて４名程度で構成さ

れる。専門的な立場から義務教育諸学校における教科用図書についての調査研究を行

い、専門調査票を作成し、地区部会への報告に携わる。 

学校調査会は各中学校に設置され、その中学校の校長、教員で構成される。教科用

図書の調査研究を行い、所定の様式により、各地区の専門調査会及び地区部会への報

告に携わる。 

本件決定においては、別紙１のうち項番１、３、４の（う）欄記載の各情報（以下

「本件非公開部分１」という。）、及び本件文書２のうち「名前」、「所属」、「職名」の

各情報（以下「本件非公開部分２」といい、本件非公開部分１とあわせて「本件各非

公開部分」という。）を非公開とした。 

 

 ２ 本件決定を行った理由 

  (1) 本件非公開部分１について 

本件決定は、令和３年度使用の教科書が採択されるよりも以前に行ったものであ

る。教科書採択は文部科学省通知において、「採択権者の判断と責任により、綿密な

調査研究を踏まえた上で、公正性・透明性に疑念を生じさせることのないよう適切
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に行われることが必要である」と示されており、公正確保の徹底が求められている。 

本件非公開部分１には、検討段階の調査の観点や採択日程等が含まれており、そ

れらを公にすることにより、未成熟な情報が公開されたり、特定の情報が尚早な時

期に公開されたりすることで、市民等の間に誤解や憶測が発生し、混乱を生じさせ

るおそれや、「教科書発行者に限らず、外部からのあらゆる働きかけに左右されるこ

となく、静ひつな環境を確保し、採択権者の判断と責任において、公正かつ適正に

行われる」べき教科書採択の審議において、率直な意見交換若しくは意思決定の中

立性が不当に損なわれるおそれがある。 

よって、条例第７条第４号に該当する。 

  (2) 本件非公開部分２について 

    本件決定においては、本件非公開部分２につき、大阪市立義務教育諸学校教科用

図書選定委員会に係る各委員の情報であり、氏名、所属、及び職名等が記載されて

いる。これらの委員名等を公にすることにより、当該委員への働きかけ若しくは攻

撃が行われることになれば、調査研究や準備を積極的に行うことができなくなり、

選定委員としての役割を果たすうえで、支障をきたすおそれがある。教育委員会会

議における議案として提出した際も教育委員会会議を非公開として行った。よって

条例第７条第５号に該当するものと判断した。 

    もっとも、本件非公開部分２については、教科用図書の採択完了後は公開するも

のであることから、公にすること自体に支障をきたすおそれのあるものではなく、

採択前に公にすることにより、教科用図書の採択に係る審議において、率直な意見

交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある。 

よって、条例第７条第４号に該当する。 

 

第５ 審査会の判断 

１ 基本的な考え方 

条例の基本的な理念は、第１条が定めるように、市民の公文書の公開を求める具体

的な権利を保障することによって、本市等の説明責務を全うし、もって市民の市政参

加を推進し、市政に対する市民の理解と信頼の確保を図ることにある。したがって、

条例の解釈及び運用は、第３条が明記するように、公文書の公開を請求する市民の権

利を十分尊重する見地から行われなければならない。 

しかしながら、条例はすべての公文書の公開を義務づけているわけではなく、第７ 

条本文において、公開請求に係る公文書に同条各号のいずれかに該当する情報が記載 

されている場合は、実施機関の公開の義務を免除している。もちろん、この第７条各

号が定める情報のいずれかに該当するか否かの具体的判断に当たっては、当該各号の

定めの趣旨を十分に考慮しつつ、条例の上記理念に照らし、かつ公文書の公開を請求

する市民の権利を十分尊重する見地から、厳正になされなければならないことはいう

までもない。 

 

 ２ 争点 

審査請求人は、本件各非公開部分が非公開情報に該当しないと主張するのに対し、
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実施機関は、本件各非公開部分が条例第７条第４号に該当するとして争っている。 

したがって、本件審査請求における争点は、本件各非公開部分の条例第７条第４号

該当性である。 

なお、選定委員会規則第６条第６項は「調査審議及び教育委員会に対する意見の具

申に関する事項は、諮問にかかる教科用図書が採択されるまでの間、公開しない。」と

定めているところ、本件各非公開部分は、令和３年度に使用する教科用図書の採択が

完了した後には、公開されるものである。 

 

 ３ 条例第７条第４号の基本的な考え方 

条例第７条第４号は、行政等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関す

る情報が公開されると、外部からの圧力や干渉等の影響を受けることなどにより、率

直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあり、また、未成

熟な情報が公開されたり、特定の情報が尚早な時期に公開されたりすると、誤解や憶

測に基づき不当に市民等の間に混乱を生じさせ、又は投機を助長するなどして特定の

者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるとの考えのもとに、「本

市の機関及び国等…の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であ

って、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損

なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利

益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある」場合において、非公開情報とするこ

とを規定している。 

この「審議、検討又は協議に関する情報」とは、行政等の内部又は相互間における

審議、検討又は協議に関する情報をいい、これらの審議、検討又は協議を行うために

必要な調査研究、企画、調整等を含むものと解される。 

また、「不当に」とは、審議、検討又は協議に関する情報の内容、性質に照らし、

検討段階にある情報を公開することによる利益と支障を比較衡量した上で、公開する

ことの公益性を考慮しても、なお、行政等の適正な意思決定に対する支障が看過し得

ない程度のものであることをいうものと解される。 

 

 ４ 本件非公開部分１について 

  (1) 本件文書１における本件非公開部分１の条例第７条第４号該当性 

ア 当審査会において本件文書１を見分したところ、本件文書１における本件非公

開部分１のうち、別表１記載の非公開部分には、選定委員会に属する選定委員の

職名や、大阪市における教育の振興のための基本的な目標、その目標を達成する

ための施策の大綱、施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項等を示

した「大阪市教育振興基本計画（平成 29年３月）」（以下「基本計画」という。）

に記載されている内容、大阪市における教科用図書の採択にあたっての選定基準

や評価の観点のうち一般的な基準や観点等が記載されており、その他選定委員会

に属する選定委員の具体的な所属先と氏名、基本計画の内容等を踏まえた教科用

図書の採択に向けての個別具体的な選定基準や評価の観点、各「採択地区」の特

色と各「採択地区」において特に重点的に評価すべき観点、各調査会による調査
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の具体的観点、本件決定時においては予定の段階である選定委員会や各調査会の

事務日程に係る情報等が記載されていることが認められる。 

イ(ア) 本件文書１における本件非公開部分１のうち、別表１第１項記載の非公開部

分には、基本計画中に記載されている教科用図書の選定に関する考え方や、令

和３年度使用の教科用図書の採択に係る選定委員会への諮問の当否につき、令

和２年５月 29 日に公開で審議を行った令和２年第６回教育委員会（議案第 46

号）において明らかにされている考え方又はこれを要約した情報が記載されて

いることが認められる。 

これらの情報は、本件決定時において既に公にされているものであるから、

かかる情報を公開したとしても市民等の間に誤解や憶測が発生し、混乱を生じ

させるおそれや、「教科書発行者に限らず、外部からのあらゆる働きかけに左

右されることなく、また、静ひつな環境を確保し、採択権者の判断と責任にお

いて、公正かつ適正に行われる」べき教科用図書の採択に係る審議において率

直な意見交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあると

は言えない。 

したがって、これらの非公開部分は条例第７条第４号に該当しない。 

 (イ) 本件文書１における本件非公開部分１のうち、別表１第２項に記載の非公開

部分には、大阪市における教科用図書の採択にあたっての選定の基準や評価の

観点に関し、候補である書籍と大阪市の基本的な教育施策の方針を示した基本

計画等との関連性や、当該書籍の内容、形式を評価の項目とすること、また、

各評価の基準にもとづいて優劣を評価し、その結果を勘案して総合的な評価を

行うことが記載されており、さらに、学校毎に設置される学校調査会による調

査や集計の結果を示す文書に関しては、当該学校の校名や代表者の職名及び氏

名を記載する欄、当該学校調査会の行った評価と同調査会としての意見を記載

する欄があることが認められる。 

   これらの情報は、大阪市における教科用図書の採択という事務、また、その

採択に際して学校毎に実施する学校調査会の調査という事務の性質上、ごく一

般的で、誰もが容易に想定し得る視点・観点を示すに過ぎないものであるから、

かかる情報を公開したとしても、市民等の間に誤解や憶測が発生し、混乱を生

じさせるおそれや、「教科書発行者に限らず、外部からのあらゆる働きかけに

左右されることなく、静ひつな環境を確保し、採択権者の判断と責任において、

公正かつ適正に行われる」べき教科用図書の採択に係る審議において、率直な

意見交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるとは言え

ない。 

したがって、これらの非公開部分は条例第７条第４号に該当しない。 

 (ウ) 本件文書１における本件非公開部分１のうち、別表１第３項に記載の非公開

部分には、各文書における標題等の形式的な見出しや、各文書において作成要

領として文字を記入すべき部分を示す表示、また、一つの記載例としての内容

が記載されていることが認められる。 

これらの情報は、令和３年度に使用する教科用図書の選定における具体的な
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選定の基準や観点を示したものではないことから、かかる情報を公開したとし

ても、市民等の間に誤解や憶測が発生し、混乱を生じさせるおそれや、「教科

書発行者に限らず、外部からのあらゆる働きかけに左右されることなく、静ひ

つな環境を確保し、採択権者の判断と責任において、公正かつ適正に行われる」

べき教科用図書の採択に係る審議において、率直な意見交換若しくは意思決定

の中立性が不当に損なわれるおそれがあるとは言えない。 

したがって、これらの非公開部分は条例第７条第４号に該当しない。 

(エ) 本件文書１における本件非公開部分１のうち、別表１第４項に記載の非公開

部分には、令和３年度の教科用図書選定委員の所属先や職名が記載されている

ことが認められる。 

この点、選定委員に関しては、選定委員会規則第２条により教育委員会が市

長の意見を聴いて任命し、又は委嘱するものと定められているところ、別表１

第４項に記載されている情報は、選定委員会規則第２条第２項各号の定める職

名そのもの、あるいは同号の定める内容から容易に推認し得る職名又は所属先

に関する情報であり、かかる情報は、本件決定時において、同規則の規定事項

又はこれに準ずる事項として既に公にされていると言えることから、かかる情

報を公開したとしても、市民等の間に誤解や憶測が発生し、混乱を生じさせる

おそれや、「教科書発行者に限らず、外部からのあらゆる働きかけに左右され

ることなく、静ひつな環境を確保し、採択権者の判断と責任において、公正か

つ適正に行われる」べき教科用図書の採択に係る審議において、率直な意見交

換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるとは言えない。 

したがって、これらの非公開部分は条例第７条第４号に該当しない。 

ウ 本件文書１における本件非公開部分１のうち、別表１記載部分を除く非公開部

分については、選定委員会に属する選定委員（委員長を含む。）個人の識別につ

ながる所属先、氏名の他、教科用図書の採択に向けての各「採択地区」での個別

具体的な選定基準や選定の観点、各「採択地区」において認められる具体的な特

色や、各「採択地区」において特に重視すべき選定基準や観点、本件決定時にお

いてはあくまで予定の段階である選定委員会（各調査会を含む。）の事務日程等

に関する情報が記載されていることが認められる。 

かかる情報について、本件決定時においては令和３年度の教科用図書は採択さ

れておらず、同年度に係る選定委員の氏名や、同年度の採択に係る各会議等の日

程や方法についても公にされていなかったことを踏まえると、かかる情報を公開

することにより、その後の審議の進行次第では方向性が大きく変わることも想定

される未成熟な情報が伝播することとなり、市民の間に誤解や憶測が生じ、混乱

を生じさせるおそれがある他、審議途上での外部からの個々の委員等への働きか

けが可能となることで、審議における率直な意見交換が阻害されるとともに、意

思決定の中立性が不当に損なわれ、教科用図書の採択の公正が歪められるおそれ

があると認められる。 

  したがって、これらの非公開部分は条例第７条第４号に該当する。 

  (2) 本件文書３における本件非公開部分１の条例第７条第４号該当性 
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   ア 当審査会において本件文書３を見分したところ、本件文書３における本件非公

開部分１のうち、別表２記載の非公開部分には、基本計画に記載されている内容

や、大阪市における教科用図書の採択にあたっての選定基準や評価の観点のうち

一般的な基準や観点等が記載されており、それ以外の非公開部分には、選定委員

会に属する選定委員の所属及び氏名、基本計画の内容等を踏まえた教科用図書の

採択に向けての個別具体的な選定基準や評価の観点、各「採択地区」の特色と各

「採択地区」において特に重点的に評価すべき項目、各調査会による調査の具体

的な方法や結果、本件決定時においては予定段階である選定委員会や各調査会の

事務日程に係る情報等が記載されていることが認められる。 

   イ(ｱ) 本件文書３における本件非公開部分１のうち、別表２第１項記載の非公開部

分には、基本計画中に記載されている教科用図書の選定に関する考え方や、令

和３年度使用の教科用図書の採択に係る選定委員会への諮問の当否につき、令

和２年５月 29 日に公開で審議を行った令和２年第６回教育委員会（議案第 46

号）において明らかにされている考え方又はこれを要約した情報が記載されて

いることが認められる。 

これらの情報は、本件決定時において既に公にされているものであるから、

かかる情報を公開したとしても市民等の間に誤解や憶測が発生し、混乱を生じ

させるおそれや、「教科書発行者に限らず、外部からのあらゆる働きかけに左

右されることなく、また、静ひつな環境を確保し、採択権者の判断と責任にお

いて、公正かつ適正に行われる」べき教科用図書の採択に係る審議において率

直な意見交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあると

は言えない。 

したがって、これらの非公開部分は条例第７条第４号に該当しない。 

    (イ) 本件文書３における本件非公開部分１のうち、別表２第２項に記載の非公開

部分には、大阪市における教科用図書の採択にあたっての選定の基準や評価の

観点に関し、候補である書籍と大阪市の基本的な教育施策の方針を示した基本

計画等との関連性や、当該書籍の内容、形式を評価の項目とすること、また、

各評価の基準にもとづいて優劣を評価し、その結果を勘案して総合的な評価を

行うことが記載されており、さらに、学校毎に設置される学校調査会による調

査や集計の結果を示す文書に関しては、当該学校の校名等の学校を識別する情

報や当該学校の担当者の職名及び氏名を記載する欄、当該学校調査会の行った

評価と同調査会としての意見を記載する欄があることが認められる。 

      これらの情報は、大阪市における教科用図書の採択という事務、また、その

採択に際して学校毎に実施する学校調査会の調査という事務の性質上、ごく一

般的で、誰もが容易に想定し得る視点・観点を示すに過ぎないものであるから、

かかる情報を公開したとしても、市民等の間に誤解や憶測が発生し、混乱を生

じさせるおそれや、「教科書発行者に限らず、外部からのあらゆる働きかけに

左右されることなく、静ひつな環境を確保し、採択権者の判断と責任において、

公正かつ適正に行われる」べき教科用図書の採択に係る審議において、率直な

意見交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるとは言
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えない。 

したがって、これらの非公開部分は条例第７条第４号に該当しない。 

（ウ） 本件文書３における本件非公開部分１のうち、別表２第３項に記載の非公開

部分には、各文書における標題等の形式的な見出しや、各文書において作成要

領として文字を記入すべき部分を示す表示、また、一つの記載例としての内容

が記載されていることが認められる。 

   これらの情報は、令和３年度に使用する教科用図書の選定において具体的な

選定の基準や観点を示したものではないことから、かかる情報を公開したとし

ても、市民等の間に誤解や憶測が発生し、混乱を生じさせるおそれや、「教科

書発行者に限らず、外部からのあらゆる働きかけに左右されることなく、静ひ

つな環境を確保し、採択権者の判断と責任において、公正かつ適正に行われる」

べき教科用図書の採択に係る審議において、率直な意見交換若しくは意思決定

の中立性が不当に損なわれるおそれがあるとは言えない。 

したがって、これらの非公開部分は条例第７条第４号に該当しない。 

   ウ 本件文書３における本件非公開部分１のうち、別表２記載部分を除く非公開部

分については、選定委員会に属する選定委員長の氏名の他、教科用図書の採択に

向けての各「採択地区」での個別具体的な選定基準や選定の観点、各「採択地区」

において認められる具体的な特色や、各「採択地区」において特に重視すべき選

定基準や観点、本件決定時においてはあくまで予定の段階である選定委員会（各

調査会を含む。）の事務日程等が記載されていることが認められる。 

          これらの情報について、本件決定時においては令和３年度の教科用図書は採択

されておらず、同年度に係る選定委員の氏名や、同年度の採択に係る各会議等の

日程や方法についても公にされていなかったことを踏まえると、かかる情報を公

開することにより、その後の審議の流れ次第では方向性が大きく変わることも想

定される未成熟な情報が伝播することで、市民の間に誤解や憶測が生じ、混乱を

生じさせるおそれがある他、審議途上での外部からの個々の委員等への働きかけ

が可能となることで、審議における率直な意見交換が阻害されるとともに、意思

決定の中立性が不当に損なわれ、採択の公正が歪められるおそれがあると認めら

れる。 

したがって、これらの非公開部分は条例第７条第４号に該当する。 

  (3) 本件文書４における本件非公開部分１の条例第７条第４号該当性 

   ア 当審査会において本件文書４を見分したところ、本件文書４における本件非公

開部分１のうち、別表３記載の非公開部分には、専門調査会に係る諸事務を運営

する大阪市教育委員会事務局所属の職員の氏名等や、専門調査会による調査項目、

これに係る調査票の作成要領、専門調査会の開催予定確認表に係る開催予定日や

開催予定回数の記入欄、専門調査会を組織する調査員の職名等が記載されており、

それ以外の非公開部分には、同調査員の所属先や氏名、本件決定時においては予

定段階である専門調査会に係る事務日程に係る情報等が記載されていることが認

められる。 

   イ（ア）本件文書４における本件非公開部分１のうち、別表３第１項に記載の非公開
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部分には、大阪市における教科用図書の採択にあたっての選定の基準や評価の

観点に関し、候補である書籍と大阪市の基本的な教育施策の方針を示した基本

計画等との関連性や、当該書籍の内容、形式を評価の項目とすること、また、

各評価の基準にもとづいて優劣を評価し、その結果を勘案して総合的な評価を

行うことが記載されていることが認められる。 

これらの情報は、大阪市における教科用図書の採択という事務の性質上、ご

く一般的で、誰もが容易に想定し得る視点・観点を示すに過ぎないものである

から、かかる情報を公開したとしても、市民等の間に誤解や憶測が発生し、混

乱を生じさせるおそれや、「教科書発行者に限らず、外部からのあらゆる働き

かけに左右されることなく、静ひつな環境を確保し、採択権者の判断と責任に

おいて、公正かつ適正に行われる」べき教科用図書の採択に係る審議において、

率直な意見交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある

とは言えない。 

      したがって、これらの非公開部分は条例第７条第４号に該当しない。 

     （イ）本件文書４における本件非公開部分１のうち、別表３第２項に記載の非公開

部分には、各文書において作成要領として文字を記入すべき部分を示す表示、

また、一つの記載例としての内容が記載されていることが認められる。 

      これらの情報は、令和３年度に使用する教科用図書の選定において具体的な

選定の基準や観点を示したものではないことから、かかる情報を公開したとし

ても、市民等の間に誤解や憶測が発生し、混乱を生じさせるおそれや、「教科

書発行者に限らず、外部からのあらゆる働きかけに左右されることなく、静ひ

つな環境を確保し、採択権者の判断と責任において、公正かつ適正に行われる」

べき教科用図書の採択に係る審議において、率直な意見交換若しくは意思決定

の中立性が不当に損なわれるおそれがあるとは言えない。 

したがって、これらの非公開部分は条例第７条第４号に該当しない。 

（ウ）本件文書４における本件非公開部分１のうち、別表３第３項に記載の非公開

部分には、令和３年度の教科用図書の採択に係る専門調査会の運営に係る事務

に関して、その事務を担う教育委員会事務局としての窓口となる同局所属の職

員の氏名及び職名が記載されていることが認められる。 

かかる情報について、上記職員は、専門調査会を構成する調査員ではなく、

同調査会の運営を担う者に過ぎないことから、令和３年度の教科用図書の採択

に係る意思決定に関与する者とは言えず、かかる情報を公開したとしても、市

民等の間に誤解や憶測が発生し、混乱を生じさせるおそれや、「教科書発行者

に限らず、外部からのあらゆる働きかけに左右されることなく、静ひつな環境

を確保し、採択権者の判断と責任において、公正かつ適正に行われる」べき教

科用図書の採択に係る審議において、率直な意見交換若しくは意思決定の中立

性が不当に損なわれるおそれがあるとは言えない。 

したがって、これらの非公開部分は条例第７条第４号に該当しない。 

（エ）本件文書４における本件非公開部分１のうち、別表３第４項に記載の非公開

部分には、専門調査会の開催予定日程や開始予定時刻、開催予定場所等の開催
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予定に係る事項を記載する欄や、目安としての開催回数に係る事項の記載があ

ることが認められる。 

かかる情報は、令和３年度の教科用図書の選定に係る専門調査会の具体的な

開催日程等の予定を示すものではないことから、これらの非公開部分を公開し

たとしても、市民等の間に誤解や憶測が発生し、混乱を生じさせるおそれや、

「教科書発行者に限らず、外部からのあらゆる働きかけに左右されることなく、

静ひつな環境を確保し、採択権者の判断と責任において、公正かつ適正に行わ

れる」べき教科用図書の採択に係る審議において、率直な意見交換若しくは意

思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるとは言えない。 

したがって、これらの非公開部分は条例第７条第４号に該当しない。 

（オ）本件文書４における本件非公開部分１のうち、別表３第５項に記載の非公開

部分には、選定委員会規則第８条第２項が定める、専門調査会を構成する調査

員の職制に係る情報が記載されていることが認められる。 

この点、選定委員会規則第８条第２項は、専門調査会が学校の校長及び教員

で組織されることを定めていることから、中学校の教科用図書の選定に係る専

門調査会を構成する各調査員が中学校の校長及び教員であることは既に公にさ

れていると言え、かかる情報を公開したとしても、市民等の間に誤解や憶測が

発生し、混乱を生じさせるおそれや、「教科書発行者に限らず、外部からのあ

らゆる働きかけに左右されることなく、静ひつな環境を確保し、採択権者の判

断と責任において、公正かつ適正に行われる」べき教科用図書の採択に係る審

議において、率直な意見交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるお

それがあるとは言えない。 

     したがって、これらの非公開部分は、条例第７条第４号に該当しない。 

   ウ 本件文書４に係る非公開部分のうち、別表３記載部分を除く非公開部分につい

ては、専門調査会を組織する調査員が所属する中学校の名称、同調査員の氏名の

他、専門調査会の日程（開催予定日・開催予定回数等）に係る情報が記載されて

いることが認められる。 

かかる情報について、本件決定時においては令和３年度の教科用図書は採択さ

れておらず、同年度の教科用図書の選定に係る専門調査員の氏名や、同調査会の

具体的日程等についても公にされていなかったことを踏まえると、かかる情報を

公開することにより、その後の審議の流れ次第では方向性が大きく変わることも

想定される未成熟な情報が伝播することで、市民の間に誤解や憶測が生じ、混乱

を生じさせるおそれがある他、審議途上での外部からの個々の委員等への働きか

けが可能となることで、審議における率直な意見交換が阻害されるとともに、意

思決定の中立性が不当に損なわれ、採択の公正が歪められるおそれがあると認め

られる。 

したがって、これらの非公開部分は、条例第７条第４号に該当する。 

 

 ５ 本件非公開部分２について 

  (1) 当審査会において本件文書２を見分したところ、本件文書２における本件非公開
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部分２のうち、別表４記載部分については、令和３年度に使用する教科用図書の採

択に係る教科用図書選定委員会に所属する各委員（委員長を除く。）の「職名」と、

選定委員会規則の定める、又はその定めから容易に推認できる「所属」等に係る情

報が記載されていることが認められ、その他の非公開部分には、委員長に係る「所

属」及び「職名」に係る情報、委員長を含む選定委員の具体的な「所属」や「名前」

に係る情報が記載されていることが認められる。 

  (2) 本件非公開部分２のうち、別表４に記載の非公開部分については、教科用図書選

定委員会に所属する各委員（委員長を除く。）の「職名」及び「所属」に係る情報

が記載されていることが認められる。 

これらの情報は、選定委員会規則に規定されている情報の他、同規則の規定の内

容から容易に推定し得る情報、また、上述の別表４に記載の非公開部分に係る「職

名」に係る情報と結びつくものとして公にされている情報であると認められる。 

よって、これらの情報が公にされたとしても、市民等の間に誤解や憶測が発生し、

混乱を生じさせるおそれや、「教科書発行者に限らず、外部からのあらゆる働きか

けに左右されることなく、静ひつな環境を確保し、採択権者の判断と責任において、

公正かつ適正に行われる」べき教科用図書の採択に係る審議において、率直な意見

交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるとは言えない。 

    したがって、これらの非公開部分は条例第７条第４号に該当しない。 

   (3) 本件非公開部分２のうち、別表４記載部分を除く非公開部分については、選定委

員会規則によっても既に公にされているとは言えず、かつ、令和３年度に使用する

教科用図書の採択に係る個々の選定委員の識別につながる情報としての、選定委員

の「名前」、「所属」及び「職名」に係る情報が記載されていることが認められる。 

かかる情報は、これらを公にすることにより、審議途上での外部からの個々の委

員等への働きかけが可能となることで、審議における率直な意見交換が阻害される

とともに、意思決定の中立性が不当に損なわれ、採択の公正が歪められるおそれが

あると認められる。 

    したがって、これらの非公開部分は条例第７条第４号に該当する。 

 

 ６ 審査請求人の主張について 

   審査請求人は、他の地方公共団体においては、当該年度に使用する教科用図書が採

択される前であっても、その採択に関する情報について広く公開することを相当とし

た事例も見受けられる旨主張している。しかしながら、学校で使用する教科用図書の

選定に係る情報についての公開の要否については、法律等により全国一律の取扱いが

定められているものではないことから、各地方公共団体がそれぞれの実情に応じた取

扱いをすることも許容されるものと考えられる。 

したがって、審査請求人の主張により上記判断が左右されるものではない。 

 

７ 結論 

以上により、第１記載のとおり、判断する。 
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（答申に関与した委員の氏名） 

委員 島田 佳代子、委員 玉田 裕子、委員 長谷川 佳彦 

 

別表１ 

１ 本件文書１に係る非公開部分のうち次の非公開部分 

 ⑴ 「（案） 令和３年度使用教科用図書 調査の観点（中学校用）」のうち、「１．調

査の基本的態度」に係る非公開部分、及び各種目の「選定基準」（別紙２）のイの部

分 

 ⑵ 「令和３年度使用教科用図書選定にかかる学校調査会調査結果（第〇地区）【数

学】」（別紙５－２）のうち、カの部分 

 ⑶ 「令和３年度使用教科用図書選定にかかる学校調査会集計結果（第〇地区）【数

学】」（別紙６）の表のうち、オの部分 

 ⑷ 「第３地区の調査の観点の重点化について（案）【第３地区の重点】資料３」（別

紙４）の表のうち、イ及びエの部分 

２ 本件文書１に係る非公開部分のうち次の非公開部分 

 ⑴ 「（案） 令和３年度使用教科用図書 調査の観点（中学校用）」のうち、各種目

の「選定基準」（別紙２）のアの部分 

 ⑵ 「令和３年度使用教科用図書選定にかかる専門調査会調査結果（第〇地区）」（別

紙３）のアの部分 

 ⑶ 「令和３年度使用教科用図書選定にかかる学校調査会調査結果（第〇地区）【数

学】」（別紙５－２）のうち、ア、エ及びオの部分 

 ⑷ 「令和３年度使用教科用図書選定にかかる学校調査会集計結果（第〇地区）【数

学】」（別紙６）のうち、ウ及びエの部分 

 ⑸ 「第３地区の調査の観点の重点化について（案） 【第３地区の重点】資料３」

の表（別紙４）のうち、ア及びキの部分 

３ 本件文書１に係る非公開部分のうち次の非公開部分 

 ⑴ 「令和３年度使用教科用図書選定にかかる専門調査会調査結果（第〇地区）」（別

紙３）のイの部分 

 ⑵ 「令和３年度使用教科用図書選定にかかる学校調査会調査結果（第〇地区）【数

学】」（別紙５－２）のうち、イ及びクの部分 

 ⑶ 「令和３年度使用教科用図書選定にかかる学校調査会集計結果（第〇地区）【数

学】」（別紙６）のうち、ア及びキの部分 

 ⑷ 資料１「教科書採択に向けた第３教育ブロックとしての方針の方向性（案）」の非

公開部分のうち、「■」として記載された小見出し部分 

 ⑸ 資料２「第３地区の『調査の観点』の重点化について（案）」のうち、本文第１行

目及び本文最終行目 

 ⑹ 「第３地区の調査の観点の重点化について（案） 【第３地区の重点】資料３」

の表（別紙４）のうち、カの部分 

４ 本件文書１に係る非公開部分のうち次の非公開部分 
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  全体会座席表のうち、「委員長」を除く各教科用図書選定委員個人の識別には至らな

い所属及び職名（選定委員会規則第２条第２項各号に定めるもの及びその内容に類す

るものを含む。） 

 

別表２ 

１ 本件文書３に係る非公開部分のうち次の非公開部分 

 ⑴ 「令和３年度使用教科用図書 調査の観点（中学校用）」（【第１採択地区版】、【第

２採択地区版】、【第３採択地区版】、【第４採択地区版】）のうち、「１．調査の基本

的態度」に係る非公開部分 

 ⑵ 「令和３年度使用教科用図書選定にかかる学校調査会 調査票（第〇地区）数学 

作成要領」（別紙５－１）のうち、カの部分 

 ⑶ 「第３地区の調査の観点の重点化について【第３地区の重点】」資料３の各表（別

紙４）のうち、イ及びエの部分 

 ⑷ 「資料４」の非公開部分 

２ 本件文書３に係る非公開部分のうち次の非公開部分 

 ⑴ 「令和３年度使用教科用図書 調査の観点（中学校用）」（【第１採択地区版】、【第

２採択地区版】、【第３採択地区版】、【第４採択地区版】）のうち、各種目の「選定基

準」（別紙２）のアの部分 

 ⑵ 「令和３年度使用教科用図書選定にかかる学校調査会 調査票（第〇地区）数学 

作成要領」（別紙５－１）のうち、ア、エ及びオ部分（記載例であるが故に特記した

コメント等の記載部分を除く）。 

 ⑶ 「第３地区の調査の観点の重点化について【第３地区の重点】資料３」の各表（別

紙４）のうち、ア及びキの部分 

 ⑷ 令和２年６月５日付「第４採択地区『調査の観点』重点化について」の非公開部

分のうち、上から１つ目の表中、左より１列目、２列目の部分 

３ 本件文書３に係る非公開部分のうち次の非公開部分 

 ⑴ 令和３年度使用教科用図書選定にかかる学校調査会 調査票（第〇地区）数学 

作成要領」（別紙５－１）のうち、イ、ウ及びクの部分並びに記載例であるが故に特

記したコメント等の記載部分 

⑵ 「第２地区『調査の観点』の重点化について」の非公開部分のうち、「〇」として

記載された小見出し部分 

⑶ 「資料１教科書採択に向けた第３教育ブロックとしての方針の方向性」の非公開

部分のうち、「■」として記載された小見出し部分 

 ⑷ 「資料２第３地区の『調査の観点』の重点化について」の非公開部分のうち、本

文第１行目及び本文最終行目 

 ⑸ 「第３地区の調査の観点の重点化について【第３地区の重点】資料３」の各表（別

紙４）のうち、カの部分 

 ⑹ 令和２年６月５日付「第４採択地区『調査の観点』重点化について」の非公開部

分のうち、上から１番目の「【】」として記載された小見出し部分、上から２番目の
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「【】」として記載された小見出し部分とこれに続く「（）」書き部分、及び「□」と

して記載された小見出し部分 

 

別表３ 

１ 本件文書４に係る非公開部分のうち次の非公開部分 

⑴ 「令和３年度使用教科用図書選定にかかる専門調査会調査結果（第〇地区）」（別

紙３）の非公開部分のうち、アの部分 

⑵ 「作成要領令和３年度使用教科用図書選定にかかる専門調査会調査結果（第〇地

区）」（別紙３）の非公開部分のうち、アの部分（作成要領であるが故に特記したコ

メント等の記載部分を除く。） 

２ 本件文書４に係る非公開部分のうち次の非公開部分 

⑴ 「令和３年度使用教科用図書選定にかかる専門調査会調査結果（第〇地区）」（別

紙３）の非公開部分のうち、イの部分 

⑵ 「作成要領令和３年度使用教科用図書選定にかかる専門調査会調査結果（第〇地

区）」（別紙３）の非公開部分のうち、イの部分及び作成要領であるが故に特記した

コメント等の記載部分 

３ 本件文書４に係る非公開部分のうち次の非公開部分 

  「令和３年度使用教科用図書採択（中学校）専門調査会担当者等一覧表」の非公開

部分 

４ 本件文書４に係る非公開部分のうち次の非公開部分 

  「専門調査会開催予定（地区 種目別）」（別紙７）の非公開部分のうち、ア、イ、

エ及びオの部分 

５ 本件文書４に係る非公開部分のうち次の非公開部分 

  「令和３年度使用教科用図書採択（中学校） 専門調査員会 出席簿」の非公開部

分のうち、「校名」欄中の「中学校」の記載及び「職名」欄 

 

別表４ 

本件文書２に係る非公開部分のうち次の非公開部分 

１ 項番２～６、９～13、16～20 及び 23～27 に係る「所属」（「所属」が学校の場合は

その具体的名称を除く。）及び「職名」 

２ 項番７、８、14、15、21、22、28及び 29に係る「職名」 

 

 

（参考）答申に至る経過 

令和２年度諮問受理第７号 

年 月 日 経    過 

令和２年８月 19日 諮問書の受理 

令和３年３月 15日 実施機関からの意見書の収受 

令和３年４月 20日 調査審議 
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令和３年５月６日 審査請求人からの意見書の収受 

令和３年５月 17日 実施機関の陳述 

令和３年６月９日 調査審議 

令和３年７月 12日 調査審議 

令和３年８月 10日 調査審議（審査請求人の口頭意見陳述） 

令和３年９月 10日 調査審議 

令和３年 10月 14日 調査審議 

令和３年 12月２日 答申 

 



【別紙１】 対象文書
（あ） （い） （う） （え） （お）

項番 決定通知書に記載の公文書の件名 公文書の件名 公開しないこととした部分
公開しない
こととした
理由

実施機関の主張

1
令和２年６月２日実施「第１回大阪市立義務教育諸学校教科
用図書選定委員会（中学校）」配付資料

令和２年６月２日実施「第１回大阪市立義務教育諸学校教科用図書選
定委員会（中学校）」配付資料

（１）全体会座席表中、選定委員の所属、名前
（２）諮問文中、選定委員長の名前
（３）調査の観点（案）中、検討段階の調査の観点
（４）専門調査報告書中、報告書様式に係る情報
（５）学校調査報告書中、報告書様式に係る情報
（６）学校調査集計表中、集計表の様式に係る情報
（７）採択事務日程中、採択日程に係る情報
（８）第２採択地区部会配付資料中、検討段階の調査の観点に係る情
報
（９）第３採択地区部会配付資料中、検討段階の調査の観点に係る情
報
（10）第４採択地区部会配付資料中、検討段階の調査の観点に係る情
報

条例第７条
第４号

項番１に記載の公文書は、第１回大阪市立義務教育諸学校教科用図書選定委
員会において、教育委員会事務局が選定委員に配付した資料である。教科書
採択は、文部科学省より令和２年３月27日付け「教科書採択における公正確
保の徹底等について（通知）」において、「採択権者の判断と責任により、
綿密な調査研究を踏まえた上で、公正性・透明性に疑念を生じさせることの
ないよう適切に行われることが必要である」と示されており、公正確保の徹
底が求められている。本件文書には、検討段階の調査の観点や採択日程等が
含まれており、それらを公にすることにより、未成熟な情報が公開された
り、特定の情報が尚早な時期に公開されたりすることで、市民等の間に誤解
や憶測が発生し、混乱を生じさせるおそれや、「教科書発行者に限らず、外
部からのあらゆる働きかけに左右されることなく、静ひつな環境を確保し、
採択権者の判断と責任において、公正かつ適正に行われる」べき教科書採択
に審議において、率直な意見交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわ
れるおそれがある。

2
令和３年度使用教科用図書　大阪市立義務教育諸学校教科用
図書選定委員会　名簿

令和３年度使用教科用図書　大阪市立義務教育諸学校教科用図書選定
委員会　名簿

選定委員の名前、所属、職名
条例第７条
第５号

項番２に記載の公文書は、大阪市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会に
係る各委員の情報であり、氏名及び所属、職名等が記載されている。委員名
等を公にすることにより、当該委員への働きかけ若しくは攻撃が行われるこ
とになれば、調査研究や準備を積極的に行うことができなくなり、選定委員
としての役割を果たすうえで、支障をきたすおそれがある。教育委員会会議
における議案として提出した際も教育委員会会議を非公開として行った。

3
令和２年６月４日・５日実施「令和３年度使用教科用図書の
選定及び選定事務にかかる『学校調査会』説明会」配付資料

令和２年６月４日・５日実施「令和３年度使用教科用図書の選定及び
選定事務にかかる『学校調査会』説明会」配付資料

（１）令和３年度使用教科用図書(中学校)の選定にかかる学校調査に
ついて中、調査方法や調査日程等に係る情報
（２）第１採択地区評価の観点中、調査の観点に係る情報
（３）第２採択地区評価の観点中、調査の観点に係る情報
（４）第３採択地区評価の観点中、調査の観点に係る情報
（５）第４採択地区評価の観点中、調査の観点に係る情報
（６）見本本の回覧について中、調査に係る教科書発行者の数に係る
情報
（７）見本本回覧計画中、調査の日程に係る情報
（８）学校調査会調査票中、調査の観点や調査票様式に係る情報
（９）第１採択地区部会配付資料中、選定委員会長の名前
（10）第２採択地区部会配付資料中、重点化された調査の観点に係る
情報
（11）第３採択地区部会配付資料中、重点化された調査の観点に係る
情報
（12）第４採択地区部会配付資料中、重点化された調査の観点に係る
情報

条例第７条
第４号

項番３に記載の公文書は、「令和３年度使用教科用図書の選定及び選定事務
にかかる『学校調査会』説明会」において、教育委員会事務局が学校調査会
の代表調査員に配付した資料である。教科書採択は、文部科学省より令和２
年３月27日付け「教科書採択における公正確保の徹底等について（通知）」
において、「採択権者の判断と責任により、綿密な調査研究を踏まえた上
で、公正性・透明性に疑念を生じさせることのないよう適切に行われること
が必要である」と示されており、公正確保の徹底が求められている。本件文
書には、調査の観点や採択日程等が含まれており、それらを公にすることに
より、情報が尚早な時期に公開されたりすることで、市民等の間に誤解や憶
測が発生し、混乱を生じさせるおそれや、「教科書発行者に限らず、外部か
らのあらゆる働きかけに左右されることなく、静ひつな環境を確保し、採択
権者の判断と責任において、公正かつ適正に行われる」べき教科書採択に審
議において、率直な意見交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれる
おそれがある。

4
令和２年６月４日・５日実施「令和３年度使用教科用図書の
選定及び選定事務にかかる『専門調査会』説明会」配付資料

令和２年６月４日・５日実施「令和３年度使用教科用図書の選定及び
選定事務にかかる『専門調査会』説明会」配付資料

（１）専門調査会日程等中、調査日程等に係る情報
（２）担当窓口等一覧表中、専門調査会の担当者名
（３）専門調査票中、報告書様式に係る情報
（４）専門調査会開催予定確認表中、調査日程に係る情報
（５）出席簿中、専門調査員の所属、職名、名前

条例第７条
第４号

項番４に記載の公文書は、「令和３年度使用教科用図書の選定及び選定事務
にかかる『専門調査会』説明会」において、教育委員会事務局が専門調査会
の代表調査員に配付した資料である。教科書採択は、文部科学省より令和２
年３月27日付け「教科書採択における公正確保の徹底等について（通知）」
において、「採択権者の判断と責任により、綿密な調査研究を踏まえた上
で、公正性・透明性に疑念を生じさせることのないよう適切に行われること
が必要である」と示されており、公正確保の徹底が求められている。本件文
書には、調査日程に係る情報や専門調査員の所属、職名、名前等が含まれて
おり、それらを公にすることにより、情報が尚早な時期に公開されたりする
ことで、市民等の間に誤解や憶測が発生し、混乱を生じさせるおそれや、
「教科書発行者に限らず、外部からのあらゆる働きかけに左右されることな
く、静ひつな環境を確保し、採択権者の判断と責任において、公正かつ適正
に行われる」べき教科書採択に審議において、率直な意見交換若しくは意思
決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある。



 

【別紙２】 

〇  〇  選  定  基  準  
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大阪市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会 

【別紙３】 

令和３年度使用教科用図書選定にかかる専門調査会調査結果（第〇地区） 

 

種目名 〇〇〇〇（発行者名） 
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【第３地区の重点】
【別紙４】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第３地区の調査の観点の重点化について(〇〇)
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【別紙５－１】

校名 番号 幹事職名 幹事名

数学令和３年度使用教科用図書選定にかかる学校調査会　調査票（第○地区）　　

作成要領ア
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【別紙５－２】

令和３年度使用教科用図書選定にかかる学校調査会調査結果（第○地区）　　 【〇〇】
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【別紙６】　　令和３年度使用教科用図書選定にかかる学校調査会集計結果（第〇地区）　　【〇〇】
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【別紙７】

回

採択地区名

担当種目名

代表調査員名

専門調査会開催予定(地区　種目別)

第　　地区

【お願い】
本確認表が作成でき次第、窓口となる担当（総括）指導主事宛に、代表調
査員（校長・教頭）から、SKIPメール（個人）にてご提出ください。６月11日
（木）までに提出をお願いします。

場　所
例：○○中学校

日程 開始時刻
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エ


